
自己株式を消却した場合の登録方法（期末時点でその他資本剰余金がマイナスの場合） 
 
＜質問＞ 
１．期中に自己株式を消却することになり、下記の仕訳を計上しました。 
（仕訳）その他資本剰余金 1,000,000／自己株式 1,000,000 

 
２．期末時点で「その他資本剰余金」がマイナスとなるため、下記の振替仕訳を計上 
しました。 
（仕訳）その他利益剰余金 1,000,000／その他資本剰余金 1,000,000 

 
上記の場合、システムではどのように登録すれば良いですか？ 
 
なお、前期以前の自己株式取得時に、下記の金額が登録されています。 
資本金等の減少分：200,000 
利益積立金の減少分：800,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



＜回答＞ 
自己株式消却の処理として「繰越損益金」を減少させます。 

  また、利益積立金額、資本金等の額の総額に変更がないように調整します。 
そのため、下記の税務調整を行います。 

 自己株式 1,000,000／利益積立金 1,000,000 
 
 この仕訳を分解すると下記となります。 
 自己株式 1,000,000／資本金等の額 1,000,000 
 資本金等の額 1,000,000／利益積立金 1,000,000 
 
 そのため、下記の登録となります。 
 
・[401.当期純利益・租税公課の納付状況等の入力] 
「剰余金処分」 
繰越損益金の「計算方法」を「実額入力」とし、その他利益剰余金（繰越損益金）の 

減少額を含めて金額の登録を行います。 

 
 
・[403.別表４と別表５で直接申告調整する内容の入力] 
「留保３（4表と 5表で別々に調整する項目） 

 
 
 



「資本金等の額」 

 
※処理をわかりやすくするため、当期増減は同額を登録しています。 
 増減欄の金額を登録しなくても問題ありません。 
 
申告書は下記の表示となります。 
■別表４ 
 所得金額は影響しません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



■別表５（１） 
 利益積立金及び資本積立金の期首及び期末の金額は変動しません。 

 
 
（注）当入力例は、処理の一例です。実際に入力する際は、顧問税理士等にご相談の 
うえ、各企業の処理方法に基づいて入力してください 


